
令和５年度第１回宮城県感染症診査協議会 議事録 

 

日   時：令和５年５月２６日（金）午後４時から午後４時３０分まで 

場   所：宮城県庁行政庁舎９階 第一会議室 

出席委員：５名（三木祐委員，児玉栄一委員，神垣太郎委員，石田憲司委員， 

          石井正委員（WEB参加）） 

欠席委員：１名（残間由美子委員） 
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本日はお忙しい中、「宮城県感染症診査協議会」に御出席いただきましてありが

とうございます。  

ただ今から「宮城県感染症診査協議会」を開催いたします。開会に先立ちまして、

事務局から２点ほど御報告申し上げます。本日の感染症診査協議会は、４名の委

員の皆様に、こちらの会場にお越しいただいております。石井 正委員におかれま

しては、本日はWEB会議システムで御出席いただいております。また、残間 由美

子委員におかれましては、本日は所用のため欠席されるとの御連絡をいただいて

おります。 

 次に２点目、本協議会の成立について御報告申し上げます。本協議会は、感染

症診査協議会条例第６条第２項の規定により「医師である委員のうちから二人以上

が出席し、かつ、法律に関し学識経験を有する者である委員並びに医療及び法律

以外の学識経験を有する者である委員のうちから一人以上が出席しなければ開く

ことができない。」とされております。本日は、医師である委員４名、法律に関し学識

経験を有する委員１名の計５名の委員の皆様に御出席をいただいておりますの

で、本協議会が成立しておりますことを御報告いたします。 

次に資料の御確認をお願いいたします。順番に次第・出席者名簿・議案書のほ

か資料１から資料３、別紙「新型コロナウイルス感染症の発生状況と５類移行後の

取扱いについて」、「宮城県感染症発生動向調査情報 第２０週分」及び参考資料

をお配りしております。本日の協議会の議事等につきましては、お手元の次第に記

載のとおりでございます。参考資料集には、関係法令等を記載しております。 

続きまして、次第２の「委嘱状の交付」を行います。なお、本日 WEB にて御出席

いただいております。石井 正委員につきましては、後日、委嘱状を別途交付させ

ていただきます。 

（※ 三木委員、児玉委員、神垣委員、石田委員に西條所長から委嘱状交付） 

続きまして、県側の職員を紹介いたします。 

宮城県仙台保健福祉事務所 塩釜保健所長 西條 尚男 です。宮城県保健福

祉部疾病・感染症対策課長 赤間 正行 です。同じく、疾病・感染症対策課技術

副参事兼総括課長補佐 簗場 玲子 です。以下、お手元の名簿のとおりです。 
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それでは、新しく就任された委員もいらっしゃいますので、議事に入ります前に、事

務局から宮城県感染症診査協議会について簡単に御説明いたします。 

 

事務局の宮城県塩釜保健所の鶴若でございます。失礼ですが、着座にて御説

明申し上げます。 

それでは、資料１「宮城県感染症診査協議会及び結核診査部会について」を御

覧ください。１ページ目に、職務内容、委員構成、報酬、開催回数などを記載して

おります。 

「１ 職務内容」ですが、感染症発生時の就業制限、入院勧告、入院期間の延

長等に関して必要な審議をしていただくこととなっております。 

また、「４ 会議の運営」に記載しておりますように、本協議会は、一類感染症の

患者及び二類感染症又は三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者

又は無症状病原体保有者の発生により審議を必要とした際に開催いたします。 

なお、二類感染症の一つであります結核に関しましては、本協議会の部会として

設置されております結核診査部会において審議していただきます。具体的な開催

フローにつきましては、５ページ目を御覧ください。一類感染症、二類感染症及び

新型インフルエンザ等感染症の診断後、医療機関の最寄りの保健所が発生届を

受理し、患者所在地の保健所が入院勧告を行います。協議会には事後報告を行う

こととなります。 

また、入院が 72時間を超える場合は、入院の延長に関して、本協議会の御意見

を聴くこととなっております。入院勧告にはならない三類感染症を含めまして、就業

制限を行う感染症につきましては、あらかじめ協議会の御意見を伺うこととされてお

ります。緊急を要する場合は、就業制限実施後に事後報告をさせていただきます。

以上でございます。 

 

本協議会は、感染症診査協議会条例第６条により、会長が議長となり進行するこ

ととされております。会長が選任されるまでの間、暫時、事務局の塩釜保健所 西

條所長が進行を務めさせていただきます。 

 

それでは、暫時進行を務めさせていただきます。西條でございます。本日はお

忙しいところ御出席いただきましてありがとうございます。改めて御礼申し上げま

す。 

それでは、議事の前に、本日の議事録署名委員２名を選出したいと思います。

特に発言がございませんでしたら、こちらから御指名してよろしいでしょうか。 

 

【発言なし】 
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それでは、異議がないということですので、児玉委員と神垣委員に議事録署名

委員をお願いしたいと存じますが、御承諾いただけますでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。 

第１号議案「宮城県感染症診査協議会の公開・非公開について」事務局から説明

いたします。 

 

それでは、御説明させていただきます。お手元の参考資料８ページから９ページ

にございます「情報公開条例」を御覧ください。県の附属機関である審議会につき

ましては、県の情報公開条例第１９条により原則公開するものと定められておりま

す。 

ただし、例外として、特定の個人が識別され公開することにより、個人の権利利

益が害されるおそれがある情報などの「不開示情報」を含む事項を審議する場合

であって、委員の３分の２以上の多数をもって決定したときは、非公開で開催するこ

とができるとされております。事務局といたしましては、本協議会は原則公開といた

しますが、本協議会に付議する感染症患者の発生による就業制限の通知、入院

勧告、入院期間の延長、医療に必要な公費負担に関する議事につきましては、個

人情報などの不開示情報を含む事項を審議する場合には非公開としたいと考えて

おります。 

また、多くの個人情報を取り扱う結核診査部会につきましても同様に非公開とする

ことを提案させていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

ただいまの事務局の説明につきまして、委員の皆様方から何か御意見・御質問

等はございますでしょうか。ございましたら、挙手をお願いいたします。 

 

【質疑等なし】 

 

御意見がないようでございますので、よろしければ拍手で御承認いただきたいと

思います。 

 

【拍手】 
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ありがとうございました。賛成多数ということでございますので、本協議会は原則

公開とし、感染症の患者の医療等、不開示情報を含む事項を審議する場合には

非公開といたします。 

また、結核診査部会においても同様といたします。 

次に第２号議案「宮城県感染症診査協議会会長の選任について」でございま

す。会長の選任につきましては、感染症診査協議会条例第５条により委員の互選

により定めることとなっております。 

委員の皆様、御意見がございましたらお願いいたします。 

 

【発言なし】 

 

御意見がないようでございますので、事務局一任とさせていただいてよろしいで

しょうか。 

 

【異議なし】 

 

それでは、事務局案ございますでしょうか。 

 

事務局といたしましては、前会長であります三木委員に引き続き会長をお引き受

けいただければと考えております。 

 

ただ今、事務局から三木委員を会長にとの提案がございましたが、委員の皆様

いかがでございますでしょうか。 

 

【異議なし】 

 

それでは、御異議なしということでございますので、拍手で御承認いただければ

と思います。 

 

【拍手】 

 

ありがとうございます。賛成多数ということでございますので、三木委員におかれ

ましては会長をお引き受けくださるようお願いを申し上げます。 

 それでは、会長が選任されましたので、三木会長におかれましては、御挨拶を頂

戴しますとともに、ここからの議事進行をお願いしたいと存じます。 

よろしくお願いいたします 
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ただいま、皆様から御承認いただきまして、会長に就任しました仙台医療センタ

ーの三木でございます。 

この会は、事務局より説明がありましたが、一類感染症、二類感染症及び新型イ

ンフルエンザ等感染症が発生した際に開催されます。新型コロナウイルス感染症

の感染拡大時には、本協議会に対する諮問事項が、多数発生し、それらの審議に

際して、委員の皆様には多大なる御協力を賜り、誠にありがとうございました。 

新型コロナウイルス感染症については、今月８日より感染症法の位置づけが変

更になり五類感染症へ移行され、本協議会で対応する感染症からは一旦外れるこ

とになりましたが、行動制限等がなくなり人の移動等が増加することで、感染リスク

が高まる恐れもあり、今後も感染状況等に引き続き注意が必要です。 

そうした中で、これから２年間本協議会が開催されることとなった場合には、今回

就任された委員の皆様の御協力をいただきながら円滑に進めていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、議事の方に入りたいと思います。着席で失礼いたします。それでは、

続いて第３号議案の審議に入ります。「会長職務代理者の指名について」ですが、

事務局から説明お願いします。 

 

条例第５条第３項の規定におきまして、会長に事故がある場合に備え「あらかじ

め会長の指名する委員が、その職務を代理する。」とされておりますので、ここで会

長から御指名をいただきたいと存じます。 

 

それでは、規定によりまして、私から会長職務代理者を指名させていただきま

す。 

児玉委員を、会長職務代理者に指名いたします。御異議等はございますか。 

 

【異議なし】 

 

よろしいでしょうか。それでは、皆様よろしくお願いいたします。 

続いて第４号議案「結核診査部会委員の指名について」、事務局から説明願い

ます。 

 

参考資料の５ページに感染症診査協議会条例第８条に部会の設置に関する規

定がございます。 

協議会の所掌事務のうち、結核に係るものを審議するため「仙南・塩釜保健所結

核診査部会」、「大崎・栗原保健所結核診査部会」及び「登米・石巻・気仙沼保健
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所結核診査部会」の三つの部会を設置しております。 

なお、令和５年度からは、こちらの三部会の合同形式で開催することとしておりま

す。 

また、部会委員につきましては、同条第５項の規定により会長が指名することとさ

れております。今回、任期満了により委員改選が行われましたので、会長から部会

委員を御指名いただきたく存じます。 

それでは、三木会長、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは、規定によりまして、私から部会委員を指名させていただきます。皆様

に資料２として「案」をお配りしておりますので御覧ください。お手元の名簿のとお

り、６名の委員を指名いたします。令和５年度より三部会を合同開催の形式で開催

することとなりましたので、委員には三つの部会を兼任していただくことになります。

御異議等はございますか。 

 

【異議なし】 

 

よろしいでしょうか。それでは、皆様よろしくお願いいたします。 

次に、報告事項にはいります。疾病・感染症対策課からお願いします。 

 

それでは、資料３を使いまして疾病・感染症対策課から御報告を申し上げます。

着座にて失礼いたします。 

「宮城県における感染症発生状況と対策について」ということでまとめさせていた

だいております。感染症診査協議会につきまして、諮問対象となっておりますのは

一類、二類、三類、それから新型インフルエンザ等感染症ということでございますの

で、その発生状況についてまとめているところでございます。 

保健所におきましては、感染症発生時に積極的疫学調査、接触者健診等により

蔓延防止に努めているところでございます。 

 まず、１ 一類感染症でございますが、感染症法が施行されました平成 11 年以

降、全国での発生はございません。宮城県内でもございません。 

 ２ 二類感染症でございます。全国では平成 11 年から平成 25 年の間にジフテリ

アが 1件、急性灰白髄炎（ポリオ）が（ワクチン株由来）資料中 2件となっております

が、7 件の誤りでございます。修正をお願いいたします。7 件が報告されておりまし

て、それ以降の発生はございません。それ以外の二類感染症としましては、結核が

日々多く感染しているということでございまして、その下に、結核の状況をまとめさ

せていただいております。 

結核につきましては、県内でも発生しておりまして、新型コロナウイルス感染症を



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除きまして、本県での新規登録患者数、罹患率が最も多い感染症となっておりま

す。平成 23 年以降、本県の罹患率は低蔓延化の基準であります 10 を下回りまし

て、令和 3 年の罹患率も 6.6 ということで、全国平均と比較しても低い値となってお

ります。ただ、新規登録患者数のうち約半数が 80 歳以上の高齢者の方、あるいは

20 代、30 代の方につきましては、外国生まれの患者の方が増加しているということ

が顕著になっているところでございます。 

対策といたしましては、医療機関と保健所が連携した確実な服薬支援を行って

いるところでございます。また、高齢者や外国で生まれた患者への対応強化という

ことでリーフレットの作成や事業者向けの研修会を開催しているという状況でござい

ます。 

 ３ 三類感染症でございます。三類感染症につきましては、就業制限がかかりま

すので、本協議会に診査をお願いするということになります。5 つの疾患がございま

すけれども、特に多いのが腸管出血性大腸菌感染症ということで、表にまとめさせ

ていただいております。 

各年の罹患率は、他の感染症について宮城県は、比較的全国より低いのです

が、腸管出血性大腸菌感染症については、各年で全国よりも高い値で推移してい

るという状況でございます。 

一般に、O157、O26といったものが多いということで、本県においても、半数以上

を占めている状況になっております。 

対策といたしまして、国全体で遺伝子検査の強化を行っているということ、それか

ら、食品衛生部門との連携強化、流行時期を意識した注意喚起などを行っている

というところでございます。 

 ４ 新型インフルエンザ等感染症です。先ほど会長からもお話ありましたが、5月 8

日をもちまして、新型コロナウイルス感染症が 5 類に位置づけ変更となっておりま

すので、現在はないわけですが、平成21年に一度大流行しておりまして、その後、

新型コロナウイルス感染症が大流行したという状況です。後ほど、新型コロナウイル

ス感染症については、別資料がございますので、改めて御説明いたします。 

 ５ その他の感染症ということで、５類感染症のうち、いくつかをトピックス的に掲

載させていただいております。 

梅毒でございますが、全国的に若年層の患者増加が問題とされておりまして、

本県においても、令和 3年度 102件ということで、届出数・罹患率も増加していると

いう状況でございます。罹患率は、全国に比べれば宮城県は低いという状況にあり

ますが、今後の動向に注視する必要があるということで、対策として、感染原因及

び経路の分析等を行っております。 

また、保健所で抗体検査やイベント検査を従来行っておりましたが、コロナが感

染拡大してから休止している状況でございまして、今年度再開していきたいと考え



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ているところでございます。また、ホームページ等での周知や注意喚起を行ってい

るところでございます。 

それから、麻しんでございますが、宮城県は令和元年に発生がございまして、そ

れ以降発生していないという状況で、国内においては、発生が少ない状況ではあり

ましたが、今年度、ゴールデンウイーク前後に、茨城、東京、兵庫等で感染してい

る状況でございまして、国外では、流行しているという状況もありますので、日本に

おいても最近発生事例等も確認されているというところでございます。県内ではな

いという状況です。ホームページ等で周知や注意喚起等を行っているところでござ

います。 

それから、風しんですが、平成 30年に首都圏を中心に大規模な流行が見られ

ておりますが、ここ数年は県内でもまだ発生していないという状況でございます。抗

体検査や予防接種の強化、ホームページでの周知や注意喚起を行っているという

状況でございます。 

それから、新型コロナウイルス感染症の発生状況と 5類移行後の取扱いについ

てということで、別紙の資料で御説明させていただきます。御案内のとおり、ページ

をめくっていただきまして新型コロナウイルス感染症の発生状況ですが、令和 2年

の 2月に県内第 1号の感染者が発生してから 5月 7日までの間に、約 543,000

人の方が感染をされたということになっております。令和 2年の時は、足し算すると

2,000人くらいで、令和 3年が 14,000人ぐらい、令和 4年に入りまして、オミクロン

株に変わりましてから 450,000人が感染して、今年度、令和 5年に入ってからは、

5月 7日までに 77,000人ということで、表を御覧のとおり非常に多くの県民の方

が、感染されたという状況でございます。 

次ページが、死亡者数となっておりますが、累計で 970人が死亡者数ということ

になっておりまして、感染者数に合わせて、4年以降多くの方が死亡しているという

状況でございます。 

5類移行後の取扱いについて、次のページにまとめさせていただいております

が、5月 7日をもちまして、新型インフルエンザ等感染症から外れましたので、今現

在は 5類感染症になっているというところでございます。これまでの特別な医療体

制から、通常な医療体制で幅広い医療機関での受診をしていただくという体制に

大きく変わってきておりまして、今現在は移行期間ということになっております。 

資料については、県民の皆様にお知らせした内容をまとめさせていただいてお

りますが、外来については、診療・検査医療機関と呼ばれていたものが、外来対応

医療機関に変わりまして、今現在県内 741医療機関に外来対応医療機関として、

お願いしておりまして、内 8割ぐらいがホームページ等で公表させていただいてい

るところでございます。 

治療費につきましては、2類相当から 5類に変わったということでございますの



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で、原則として自己負担ということで、入院医療費の一部の負担等の公費支援と新

型コロナ治療薬、飲み薬パキロビット等の特別な治療薬のみが公費支援ということ

で、それ以外原則自己負担というように変わってきております。 

その次のページが、県民の方へお知らせしている内容でございまして、発熱など

があった場合には、基本自主検査ということで、症状が軽い方については、自己検

査をお願いしております。また、重症化リスクの高い方や症状が重い方について

は、受診をお願いしておりまして、医療機関にかかっていただいた後、入院が必要

な方については、入院をお願いしております。医療機関同士の調整で、入院をお

願いしております。 

また、5月 8日以降も受診情報センターというものを設けておりまして、県民の皆

様にかかりつけ医等でかかれない場合には、県の方で 24時間受診できる医療機

関の情報などを情報提供させていただいているところでございます。 

その次のページが、5類移行後の療養期間ということで、5類に位置付けられま

したので、外出を控えるかどうかの御判断は各個人の方、県民の方々の御判断に

なっております。これまで、外出制限、就業制限、入院勧告等が行われておりまし

て、本協議会にも多くの診査をお願いしてきたわけでございますが、5月 8日以降

については、一切そういったものはなくなっているという状況で、個人の方の御判

断に基づいて、それぞれの対応をお願いしているというところでございます。 

資料としては、引き続き感染対策等をお願いしているというところです。もう一

つ、資料としてお出しししているのが、感染症発生動向調査情報ということで資料

をお配りさせていただいておりまして、昨日 5月 25日に、県の方で発表している

資料の情報となります。5月 7日までは、全数把握ということで、すべて把握してま

いりましたが、8日以降については、定点把握に変わりまして、1週間に 1回報告

するといった状況になっております。19週の 5月 8日から 14日までのものを 5月

18日に公表し、翌週の第 20週については、昨日 5月 25日公表させていただい

たということでございます。ちょうど真ん中あたりに、新型コロナウイルス感染症という

のがございまして、県全体で見ますと、396の患者数で定点 1医療機関当たり 4.5

ということになっております。仙台市については、3.8 ということです。先週第 19週と

比較いたしますと、先週は県が、3.18でしたので、プラス 1.32で、仙台市も先週は

2.61でしたので、プラス 1.19 ということで、それぞれ伸びているという状況でござい

まして、ゴールデンウイーク後、例年感染拡大してきておりましたが、今現在もそう

いった状況がみられるのかなという風に見ているところでございます。 

まだ、2週分の状況というところもございますので、引き続き動向に注意しながら

必要な対応を考えていきたいという風に考えているところでございます。私からは

以上でございます。 
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報告のあった事項について、委員の皆様何か意見や質問などはございますでし

ょうか。 

 

【質疑等なし】 

 

よろしいでしょうか。それでは、以上といたします。 

最後に、「その他」ですが、委員の皆様の方から何かございますか。ないようでし

たら、事務局からその他、何か意見や伝達事項はありますか。 

 

今後、緊急の対応を要するような案件が生じた場合につきましては、三木会長に

御相談させていただきながら、適宜迅速に対応させていただきたいと考えておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

以上で議事は終了ですので、進行を事務局にお返しします。円滑な議事進行

につきまして、御協力ありがとうございました。 

 

三木会長、ありがとうございました。以上をもちまして宮城県感染症診査協議会

を終了いたします。 

本日は、どうもありがとうございました。 

 


